
9月定例会令和 4年  第 4回 

　

た
つ
の
市
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画

に
お
い
て
、
産
業
促
進
事
項
と
し
て
定
め

ら
れ
た
業
種
の
事
業
に
供
す
る
設
備
等
の

取
得
を
し
た
事
業
者
に
対
し
、
税
制
支
援

と
し
て
、
固
定
資
産
税
の
課
税
を
免
除
す

る
条
例
を
制
定
し
ま
す
。

	

新
宮
地
域
全
域
が
過
疎
地
域
に
指
定

さ
れ
、
た
つ
の
市
過
疎
地
域
持
続
的
発
展

計
画
の
策
定
は
５
年
の
計
画
と
な
っ
て
い

る
が
、
減
免
に
関
し
て
は
令
和
６
年
３
月

31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

	

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に

関
す
る
特
別
措
置
法
に
係
る
総
務
省
令

で
、
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
と
規
定
さ

れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

	

産
業
振
興
区
域
に
お
け
る
振
興
す
べ

き
業
種
は
、
明
確
に
定
め
ら
れ
た
も
の
が

あ
る
の
か
。

	

た
つ
の
市
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計

画
で
定
め
ら
れ
た
業
種
で
、
製
造
業
、
情

報
サ
ー
ビ
ス
業
等
、
農
林
水
産
物
等
販
売

業
、
旅
館
業
と
な
っ
て
い
る
。

　

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関

す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
、
令
和
４
年

４
月
１
日
に
、
新
宮
地
域
が
過
疎
地
域
に

指
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
財
政
上
の
特
別

措
置
等
の
助
成
措
置
を
受
け
る
た
め
に
必

要
な
本
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

	

土
地
利
用
の
規
制
緩
和
を
図
る
と
書

か
れ
て
い
る
が
、
新
宮
町
の
市
街
化
調
整

区
域
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
。

	

人
口
維
持
に
は
雇
用
の
確
保
が
大
前

提
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
に
製
造
業
に
つ

い
て
何
ら
か
の
緩
和
を
し
て
い
た
だ
く
よ

う
県
と
協
議
を
進
め
て
い
る
。
ま
た
、
市

の
内
部
に
検
討
部
会
を
設
け
、
新
宮
地
域

に
お
け
る
都
市
計
画
法
や
地
域
制
度
の
規

制
に
対
す
る
取
組
み
を
進
め
て
い
る
。

	

新
宮
地
域
の
特
色
や
地
域
の
持
つ
個

性
に
つ
い
て
は
、
行
政
と
し
て
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
。

	
計
画
に
は
具
体
的
な
観
光
地
も
入
れ

て
お
り
、
さ
ら
に
産
業
の
掘
り
起
こ
し
と

し
て
播
磨
道
の
開
通
は
非
常
に
大
き
く
、

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
と
い
う
南
北
の
交
通

の
結
節
点
に
地
域
産
業
を
つ
な
げ
て
い
け

る
よ
う
、
地
元
の
意
見
を
聞
い
て
進
め
て

い
き
た
い
。

【
請
願
】

地
方
財
政
の
充
実
・
強
化
に
関
す
る
意

見
書
採
択
の
要
請
に
つ
い
て

【
内
容
】

　

２
０
２
３
年
度
の
政
府
予
算
と
地
方
財

政
の
検
討
に
当
た
り
、
コ
ロ
ナ
禍
へ
の
対

応
も
勘
案
し
な
が
ら
、
歳
入
・
歳
出
を
的

確
に
見
積
り
、
地
方
財
政
の
確
立
を
目
指

す
よ
う
、
意
見
書
を
提
出
す
る
も
の
。

【
請
願
者
】

　

た
つ
の
市
職
員
組
合

　
　

執
行
委
員
長　

田
中　

賢
三
郎　

氏

【
紹
介
議
員
】

・
宗
實　

雅
典　

議
員

・
松
本　

良
三　

議
員

・
三
木　

浩
一　

議
員

・
肥
塚　

康
子　

議
員

　

総
務
生
活
常
任
委
員
会
の
提
出
議
案
に
よ

り
、
請
願
採
択
に
伴
う
意
見
書
案
を
可
決

し
、
内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
、
国
の
関
係
機
関

へ
意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

　

た
つ
の
市
役
所
（
本
庁
及
び
各
総
合
支

所
）
や
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

等
に
設
置
す
る
端
末
機
で
、
令
和
５
年
１

月
か
ら
戸
籍
謄
抄
本
等
に
つ
い
て
も
取
得

可
能
と
な
る
た
め
、
端
末
機
で
交
付
す
る

場
合
の
交
付
手
数
料
を
100
円
引
き
下
げ
る

よ
う
に
改
め
ま
す
。

端
末
機
か
ら
取
得
で
き
る
証
明
書（
現
状
）

・
住
民
票
の
写
し

・
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

・
印
鑑
登
録
証
明
書

（
印
鑑
登
録
さ
れ
て
い
る
方
の
み
）

・
課
税
証
明
書

・
非
課
税
証
明
書

・
所
得
証
明
書
（
控
除
あ
り
）

・
所
得
証
明
書
（
控
除
な
し
）

令
和
５
年
１
月
か
ら
取
得
可
能

・
戸
籍
の
全
部
事
項
証
明
書
（
戸
籍
謄
本
）

・
戸
籍
の
個
人
事
項
証
明
書
（
戸
籍
抄
本
）

・
戸
籍
の
附
票
の
写
し

交
付
手
数
料

各
200
円

朱
書
き
は
350
円

た
つ
の
市
手
数
料

条
例
の
一
部
を
改
正

た
つ
の
市

過
疎
地
域
持
続
的

発
展
計
画
の
策
定

た
つ
の
市
過
疎
地
域
に
お
け

る
固
定
資
産
税
の
課
税
免

除
に
関
す
る
条
例
を
制
定

請
願
採
択

請
願
採
択

　
教
育
委
員
会
委
員
４
名
の
う
ち
、

１
名
の
任
期
が
11
月
17
日
で
満
了
と

な
る
た
め
、
引
き
続
き
同
氏
を
任
命

す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

喜
多
　
敦
子
　
氏
　
再
任

（
揖
保
町
中
臣
）

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

に
同
意

05 86


